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2020年3月に新型コロナ肺炎で
1か月感染症病棟に入院
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「肺炎は老人の友」

ウイリアム・オスラー
1849～1919年

「肺炎は高齢者の友
である。この急性に
進行し、苦しむこと
のない病気によって、
(高齢者は)苦痛から
逃れられる」
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パート１
新型コロナと

介護事業所経営悪化



コロナで苦境！
小さなデイサービスやっていけない！



NHKの調査結果を元に作成 2020年 5月18日



「ヘルパーからコロナ感染
し死亡」82歳女性の遺族が
介護事業所を提訴 広島
2020年10月3日毎日新聞



2020年上半期「老人福祉・介護事業の倒産状況」
（東京商工リサーチ）を基に作成



介護給付費分科会 2020年10月30日
「介護事業経営実態調査結果」



通所介護、通所
リハ、短期入所、
老健が収支悪く
なったと答えた



通所リハ

通所介護

短期入所









10～40％売
り上げ減収
が約6割





新型コロナで、介護保険の通所サービスの
「介護報酬の上乗せ」特例 2区分以上

の報酬
アップ



認知症の人と家族の会
「利用していないサービスまで

負担しろとは理不尽」

•撤回の緊急要請文を加藤
勝信厚労相あてに提出

•同会代表理事の鈴木森夫
さんは「コロナがいつま
で続くか分からない」と
して利用者負担が膨らむ
ことを危惧。

•「感染防止の費用は公費
で負担してほしい」

認知症の人と家族の会



パート２
2021年介護報酬改定の
改定率と基本方針

介護給付費分科会（オンライン）



第１ラウンド 第２ラウンド

改定率



改定率は？

改定率はこれまで過去3年連続プラス改定だった！



介護報酬改定率の推移
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3年連続プラス
2020年はマイナス？



3年連続
プラス
改定

2017 

2018 

2019

同時改定

消費税改定

処遇改善



介護給付費分科会
介護事業所経営実態調査公表
（2020年10月30日）





介護報酬改定率の推移
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2019年2.13％
プラス改定に
もかかわらず、
収支差0.7％
下がっている



次期2021年改定率

0・7%プラス改定
このうち0・05%分はコロナ対応分の上乗せ



介護報酬改定率の推移
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連続４回
プラス改定
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次期改定の基本的視点
介護給付費分科会 2020年10月9日





パート３
感染症や災害への

対応力強化





大規模通
所は単価
低い











パート４
地域包括ケアシステムの推進

（１）認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進

（２）看取りへの対応の充実

（３）医療と介護の連携の推進

（４）在宅サービスの機能と連携の強化

（５）介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化



（１）認知症への対応力
向上に向けた取り組みの推進

①認知症専門ケア加算

②認知症行動・心理症状緊急対応加算



認知症の研修を
受けた者を配置
することが要件

①





訪問系が適応
になっていな

い



訪問系を加える、さらに現行の算定要
件に専門性の高い看護師（認知症看
護認定看護師、老人看護専門看護師、
精神看護専門看護師）を加える



2020年改定



② 認知症行動・心理症状緊急対応加算（200単位）

1
認知症の行動や症状が見られ、緊急に短期入所生活介護が必要と医師が判断し
た者に対して、介護支援専門員や受け入れ事業所等が連携し、ご利用者および
ご家族の同意のもとに短期入所生活介護が行われた時

2
病院や診療所への入院、介護保険施設等に入院または入所、認知症対応共同生
活介護等のご利用者が短期入所生活介護の利用を開始していないこと

3 医師が定めた日または次の日に利用を開始している

4 利用開始日から7日までを限度として算定できる

5 判断した医師がご利用者の症状や判断した内容などを診療録に記録する

6 介護サービス計画書に記録する











小多機、看多機
でも算定可能と

なった





（２）看取りへの対応の充実

①ACPへの対応

②死亡前30日以前の看取りに係る加算

③訪問介護の2時間ルールの弾力化



①ACPへの対応



2018年













②死亡前30日以前の
看取りに係る加算



2018年

看取り介
護加算は
30日まで



4週間未満で48％



45日～31日を新設



③訪問介護の
2時間ルールの弾力化



看取り期に
1日あたり
の訪問回数
が増える



2時間ルール
がある



2時間ルールでは、1
回25分で2回の間隔が
2時間未満だと、合算
して50分で、396単位



（３）医療と介護の連携推進

①医師による居宅療養管理指導（社会的処方）

②短期入所

③退所前連携加算

④老健の所定疾患施設療養費とかかりつけ医連
携薬剤調整加算

⑤介護医療院



①医師による居宅療養管理指導
（社会的処方）







「社会的処方を受けた患者の
80％が救急外来、外来診察、入

院の使用を減らした」

社会的処方



医師等による居宅療養管理指導におい
て、利用者の社会生活面の課題にも目
を向け、地域社会における様々な支援
へとつながるよう留意し、関連する情
報をケアマネージャー等に提供するよ

う努めることとする





②短期入所の看護師配置





常勤でも未配
置でもあまり
差はない







介護老人保健施設



③退所前連携加算の
見直し







入所前からケ
アマネと連携
すると入所期
間短くなる



入所時からの早期
在宅復帰のための
ケアマネ連携を評

価する



診療報酬にお
ける入退院支
援加算に相当



④老健の所定疾患施設療
養費とかかりつけ医連携

薬剤調整加算



所定疾患施設療養費



2013年調査

老健内では疾
患の検査・治
療を行うと持
ち出しになる



2012年改定



2008年

2012年





2018年改定効果検証

帯状疱疹が
少ない



検査実施なしで
治療実施？



治療期間7日
超が一定数

ある





かかりつけ医
連携薬剤調整加算







算定率は
6.9％と低調





老健では減薬が進められている

• 老健施設では薬剤費が包括評価
されている

• このため「減薬へのインセンティ
ブが内包されている」と考えられ
る（薬を多く使うほど、施設側の
収益は悪くなる）

• 「かかりつけ医に連絡・連携せず
に減薬をすすめている」施設など
もあることを眞鍋老人保健課長
は紹介している

眞鍋馨老人保健課長



ご清聴ありがとうございました

本日の講演資料は武藤正樹のウェブサイトに公開し
ております。ご覧ください。

武藤正樹 検索 クリック

ご質問お問い合わせは以下のメールアドレスで
muto@kinugasa.or.jp

日本医療伝道会衣笠病院グループで外来、老健、在宅クリニックを
担当しています。患者さんをご紹介ください

mailto:muto@kinugasa.or.jp
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パート４
地域包括ケアシステムの推進

（１）認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進

（２）看取りへの対応の充実

（３）医療と介護の連携の推進

（４）在宅サービスの機能と連携の強化

（５）介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化



（３）医療と介護の連携推進

①医師による居宅療養管理指導（社会的処方）

②短期入所

③退所前連携加算

④老健の所定疾患施設療養費とかかりつけ医連
携薬剤調整加算

⑤介護医療院



⑤介護医療院

高知県黒潮町出口の介護医療院「ことぶき」

2018年改定
介護医療院
3.2万床へ



療養病床の在り方等に関する検討会

2015年7月10月
医政局、老健局、保険局合同開催

療養病床問題と介護医療院





日本の増床三つのピーク

オイルショック

特例許可病床
（老人病床）



2011年度末で廃止



2017年度末



2017年度末までに廃止

14万床



介護医療院



介護医療院のポイント

•【移行定着支援加算】93単位/日
• 介護医療院の療養環境や医療必要度に応じて加算の
メリハリをつける

• ただし最初の3年の中で、転換後１年のみ。

• 3年目からは、一般病床からの転換や新設も認
める？ただし、介護施設の総量規制の中

•療養病床２の1への一本化で、療養病床2から介
護医療院への転換を促す

•従来の介護療養病床の基本報酬は適正化？

•介護医療院が老健、特養に与えるインパクト大



介護医療院

療養室 食堂兼談話室・レクリエーションルーム

かしま病院介護医療院（2018年10月1日）
福島県いわき市



2023年2018年 2021年

移行定着支援加算

2023年度末
経過期間終了



日本介護医療院協会、鈴木会長作成図表より

3.2万床までふえ
た。14万床まで
は遠い道のり



介護医療院の開設状況（2020年6月末）（介護給付費分科会資料より）

福岡
京都静岡



2020年10月9日



介護給付費分科会資料
平成30年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査

2023年度末ま
で移行予定未
定がなんと

23.7％



医療療養
20対１を
目指す





移行定着支援
加算の延長し
てほしい？



移行定着支援加算
は予定通り今年度

で廃止



療養病床で移行計画
を出さなければ、移
行計画未提出減算









（４）在宅サービスの機能と
連携の強化

①在宅介護の通院等乗降介助

②訪問入浴介助

③緊急ショート



①在宅介護の
通院等乗降介助





②訪問入浴介護



初回の訪問
入浴の準備
は大変！









③訪問看護
退院時の訪問看護、看護体制強化加算





4人1
人が
独居





中重度者対応を評価する
看護体制強化加算の

要件緩和







特別管理加算
の要件緩和





訪問看護ステーションにお
ける理学療法士等の訪問





理学療法士による訪問看護

•介護給付費分科会において、訪問看護については一部に「スタッフのほ
とんどが理学療法士等のリハビリ専門職である訪問看護ステーションが
ある。中には『訪問リハビリステーション』を名乗る事業所まである」
ことが指摘されていた。

•こうした理学療法士を中心とした訪問看護ステーションは訪問看護に求
められる重度者対応・医療的ケア・夜間や24時間の対応をほとんど行わ
ず、「軽度者（主に要支援者）に対して日中にリハビリを提供してい
る」点が問題視された。

•介護給付費分科会で、当初は「人員配置基準に看護師6割要件を求めて
はどうか」との方向で議論まで行われた。

•しかし「看護師確保ができない事業所では介護保険指定を受けられなく
なり、結果的に利用者が不利益を被ることになってしまう」ことから、
看護体制強化加算の要件に「看護師6割要件」を設ける方向で決着した経
緯がある。



訪問看護に
おける理学
療法士等に
よる訪問単
価引き下げ



2020年診療報酬改定



この背景には、リハビリ専門
職の独立開業が認められてい
ないという根本問題がある

独立開業が認められているのは・・・
医師・歯科医師・獣医師・薬剤師・助
産師・柔道整復師・鍼灸師(はり師・
きゅう師)・あん摩マッサージ指圧師



④緊急ショートへの対応

家族介護者が病気、緊急ショートの需要は多い
しかしスタッフは大変





看多機の緊急
ショートのわく
を広げては？





（５）介護保険施設や
高齢者住まいにおける

対応の強化

①個室ユニット化と職員配置



①ユニット型特養普及と
定員緩和





ユニット型特養
ユニットケアの理念
「介護が必要な状態になっても、ごく普通の生活を営むこと」

10人程度の少人数のグループを1つのユニットとして、常に同じメンバーで生
活をし、決まったスタッフがケアにあたる

建築家 外山義
とやまただし



１ユニットの定員10人以下





2025年度 2015年

2015年





パート５
自立支援・重症化防止

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組
みの連携・強化



リハビリ・機能訓練、
口腔、栄養の取り組みの

連携・強化
①計画作成や会議へのリハ専門職、管理栄養士、歯科
衛生士の参加

②リハビリテーション・マネジメント加算の見直し

③生活機能向上連携加算ICT活用評価

④通所介護の個別機能訓練加算の見直し

⑤施設系サービスの口腔・栄養関連加算の基本サービ
ス化

⑥通所系サービスにおける口腔スクリーニングの実施



①計画作成や会議への
リハ専門職、管理栄養士、

歯科衛生士の参加







加算等の算定要件とされている計画
作成や会議について、リハ専門職、
管理栄養士、歯科衛生士が必要に応
じて参加することを明確化する



②リハビリテーション・
マネジメント加算の見直し



リハビリテーションマネジメント加算

訪問・通所リハビリにおいて、SPDCAサイクルを通じて
適切なリハビリを提供できているかを継続的に管理し、
心身機能向上のアプローチをバランス良く行うこと







2018年改定







リハビリテーションマネジメ
ント加算の見直し
•「加算I」、「介護予防のリハビリマネジメント加算」を廃止し、加算要件
であった医師による詳細な指示、計画的なリハビリ実施などを「通所リハ・
訪問リハにおける基本報酬」の要件に組み込むことになった。これは逆に言
えば、「医師による詳細な指示」などの実施がなければ加算はおろか、基本
報酬を算定できなくなるというものだ。

•現行の「加算（II）」「加算（III）」について要件を整理し直すとともに、
評価体系の組み換えを行う。

•これまでの後述するVISITへのデータ提出等を評価する「加算（IV）」を廃
止し、後述するCHASE・VISITの統合したデータの提出を要件とする加算項
目を設ける。

•同時に定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテーション計画の見
直しが要件とされているリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）及び
（Ⅲ）それぞれにおいて、事業所がCHASE・VISIT へデータを提出しフィー
ドバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。

• この組み換えの結果、リハビリテーションマネジメント加算は、

•リハビリテーションマネジメント加算（A)
• リハビリ専門職がリハビリテーション計画の説明や、計画作成
に関与して行う場合

•リハビリテーションマネジメント加算（B)
• 同説明を医師が行なう場合



リハの理念は
参加と活動





移行支援加算
と名称変更



生活行為向上リハビリテーションとは？





③生活機能向上連携
加算のICT活用評価



生活機能向上連携加算 2012年
改定



生活機能向上連携加算











ICT活用した動画
等による利用者の

状態把握



④通所介護の個別機
能訓練加算の見直し

個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、
利用者（入所者）に対して個別機能訓練計画書を作
成、その計画に基づき機能訓練を実施して、効果や
実施方法を評価する取組により算定できる加算。





身体機能向上の加算(Ⅰ)は
人員配置要件が厳しく、
生活機能向上の加算(Ⅱ)は
対象者・実施者が厳しい
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連携実務者が知っていおきたい

介護報酬改定速報③
科学的介護の推進

社会福祉法人日本医療伝道会
衣笠病院グループ相談役
よこすか地域包括ケア推進センター長

武藤正樹



講義③の目次
•パート１

•新型コロナと介護事業所経営悪化
•パート２

• 2021年介護報酬の改定率と基本方針
•パート３

•感染症や災害への対応力強化
•パート４

•地域包括ケアシステムの推進
•パート５

•自立支援・重症化防止
•パート６

•科学的介護の取り組みの推進
•パート７

•介護人材の確保・介護現場の革新



パート５
自立支援・重症化防止

リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取り組
みの連携・強化



リハビリ・機能訓練、
口腔、栄養の取り組みの

連携・強化
①計画作成や会議へのリハ専門職、管理栄養士、歯科衛生
士の参加

②リハビリテーション・マネジメント加算の見直し

③生活機能向上連携加算ICT活用評価

④通所介護の個別機能訓練加算の見直し

⑤施設系サービスの口腔・栄養関連加算の基本サービス化

⑥通所系サービスにおける口腔スクリーニングの実施



⑤施設系サービスにおけ
る口腔・栄養関連加算の

基本サービス化







口腔ケアを行
わないと体重
減少のリスク

2.2倍



肺炎リスク
3.9倍





施設系サービスにおける口腔衛生
管理体制加算の基本サービス化

• 施設系サービスにおける口腔衛生管理体制加算を
廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した
上で、基本サービスとして行うこととする。

• 施設系サービスについて、口腔衛生管理体制を整
備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理
を行うことを求める。

• その際、３年の経過措置期間を設けることとする。

• 口腔衛生管理加算について、CHASE へのデータ提
出とフィードバックの活用による更なる PDCA サ
イクルの推進・ケアの向上を図ることを評価する
新たな区分を設ける。





施設サービスにおける
栄養マネジメント充実



高リスク

中リスク









平成30年11月 独立行政法人福祉医療機構調査



施設系サービスにおける栄養マネ
ジメント加算の基本サービス化
• 施設系サービスにおける栄養マネジメント加算を廃止し、
栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行うことと
する。

• このため、現行の栄養士に加えて、管理栄養士の配置を位
置付ける（栄養士又は管理栄養士の配置を求める）ととも
に、入所者ごとの状態に応じた栄養管理を計画的に行うこ
とを求める。

• 栄養ケア・マネジメントが実施されていない場合は、基本
報酬を減算する。その際、３年の経過措置期間を設けるこ
ととする。

• 低栄養リスクが高い者のみを対象とする低栄養リスク改善
加算について、入所者全員への丁寧な栄養ケアの実施や栄
養ケアに係る体制の充実を評価する加算に見直す。

• その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用に
よる更なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ること
を要件の一つとする





BMI
18.5未満







通所系サービスの栄養ケアマ
ネジメントの充実

• 管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取組を評
価する新たな「栄養アセスメント加算」を創設する。

• その際、CHASE へのデータ提出とフィードバックの活用による更
なるPDCA サイクルの推進・ケアの向上を図ることを要件の一つと
する。

• 栄養改善加算について、栄養改善が必要な者に適切な栄養管理を
行う観点から、事業所の管理栄養士が必要に応じて居宅を訪問して
の栄養改善サービスの取組を行うことを求めるとともに、評価の充
実を図る。

• 管理栄養士については、外部（他の介護事業所、医療機関、介護保
険施設又は栄養ケア・ステーション）との連携による配置を可能と
する。







パート６
科学的介護の取り組みの推進

①科学的介護とは？

②介護データベース

③VISIT

④CHASE

⑤LIFE

⑥ADL維持等加算

⑦老健施設の在宅復帰・在宅療養支援等評価指標

⑧寝たきり防止・重度化予防

⑨排泄・褥瘡アウトカム



①科学的介護とは？





2016年



データ分析を通じた
科学に裏付けられた介護に変えていきたい

「科学的に自立支援等
の効果が裏付けられた
介護を実現する」

「実現へ向けてデータ
ベースをゼロベースで
構築する」

2016年11月未来投資会議
塩崎恭久厚生労働相（当時）



2017年



科学的裏付けに基づく介護に係る検討会
座長 鳥羽研二 国立長寿医療研究センター理事特任補佐

2017年10月12日









介護DB
介護DB

VISIT

CHASE



②介護保険総合
データベース（介護DB）





2013年より





③VISIT
通所・訪問リハの質の評価収集等事業









2018年











④CHASE
介護に関するサービス・状態等を収集する

データベース



2019年7月4日
科学的裏付けに基づく介護に係る検討会（

第3のデータベースCHASEの項目
が決まる！

2020年からの運用開始を目指す



ADL



介護版DPC
データ









⑤LIFE

VISITとCHASEの一体的運用





科学的介護推進体制加算



LIFE(CHASE・VISIT）へのデータ
提出とフィードバックの活用
• CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用
によりPDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取
り組みの推進

• 施設系・通所系・居住系・多機能系サービスにおいて、
事業所のすべての利用者に係るデータ（ADL、栄養、
口腔・嚥下、認知症等）をCHASEに提出してフィード
バックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの
質向上の取り組みを推進することを評価

• 既存の加算等に、CHASE・VISITへのデータ提出フィー
ドバックの活用によるPDCAサイクルの取り組みに加え
て、CHASE等を活用したさらなる取り組みを新たに評
価である「科学的介護推進体制加算」を設ける

• 全ての事業者に、LIFEへのデータ提出おフィードバッ
クの買うようによるPDCAサイクルの推進・ケアの質の
向上を推奨。





⑥ADL維持等加算

ADLの維持・改善に与えられるアウトカム加算











アウトカム評価
を通所介護事業
所以外にも拡大

しては？



ADL維持等加算の対象拡大

• ADL維持等加算について、通所介護に加えて、
認知症デイ、介護付きホーム、特養に対象を拡
充する。

•クリームスキミングを防止する観点や加算の取
得状況等を踏まえて要件見直しを行う。

• ADLを良好に維持・改善する事業者を高く評価
する評価区分を新たに設ける



ADL維持等加算の要件見直し方向（介護給付費分科会2020年11月26日）







⑦老健施設の在宅復帰・
在宅療養支援等評価指標



在宅復帰・在宅療養
支援機能の強化

2018年改定の基本サービス費類型（５類型）への影響





2018年5月 2019年11月

超強化型

在宅強化型

加算型

基本型

その他















⑧寝たきり予防・
重度化防止











⑨排泄、褥瘡アウトカム

排泄支援加算、褥瘡マネジメント加算













パート７
介護人材の確保・介護現場の革新

①介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取り組み

②テクノロジーの活用や人員基準・運営基準の緩和



①介護職員の処遇改善や
職場環境の改善に向けた

取り組み











サービス提供体制強化
加算（2009年改定）
・サービスの質が一定以上保たれた事業所を評価す
るため、平成２１年度から設けられた加算

・介護福祉士の資格者、常勤職員、勤続年数が３年
以上の者などが一定以上雇用 されていることが、加
算算定の条件



介護福祉士割合、勤続年
数の長い介護福祉士割合

の高い区分を新設



②テクノロジーの活用や人
員基準・運営基準の緩和









見守りセンサー導
入で業務時間短縮





新型コロナで医療が変わる

• 新型コロナと病院経営危機

• オンライン診療

• デジタルヘルス

• 424病院再編統合リスト

• 働き方改革

• 認知症施策

• 医療と介護の連携とICT

• 医療の国際化

日本医学出版より
8月発刊！
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